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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

令和 ５ 年１２月２２日 

薩摩川内市議会産業建設委員会■ 

委員長  宮 里 兼 実■■■ 

１ 委員会の開催日  

  １２月１４日 

２ 付託事件及び審査結果  

⑴ 議案第１３１号  薩摩川内市川内歴史資料館及び薩摩川内市川内まごころ  

文学館の指定管理者の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

 ⑵ 議案第１３２号 観光船かのこの指定管理者の指定について  

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑶ 議案第１３３号 薩摩川内市川内駅コンベンションセンターの指定管理者  

の指定について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑷ 議案第１３４号  道路メンテナンス事業川内河口大橋耐震補強（Ｐ４）工  

事請負契約の締結について 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑸ 議案第１３５号  薩摩川内市営住宅等（川内地域）の指定管理者の指定に  

ついて 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑹ 議案第１３６号  薩摩川内市営住宅等（東部区域）の指定管理者の指定に  

ついて 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑺ 議案第１３８号  令和５年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特  

別会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑻ 議案第１３９号  令和５年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特  

別会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑼ 議案第１４０号  令和５年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業  

特別会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑽ 議案第１５２号  令和５年度薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特  

別会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑾ 議案第１５３号  令和５年度薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特  

別会計補正予算 
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   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑿ 議案第１５４号  令和５年度薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業  

特別会計補正予算 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

３ 所管事務の調査結果 

各課所の事務について所管事務調査を行った。なお、調査の過程において述  

べられた意見・要望の概要は、次のとおりである。 

⑴ ＳＳプラザせんだい北側駐車場の発券機と精算機は、斜面部分に設置して  

あり、利用者の事故につながるおそれがあることから、まずは発券中の車両  

と後続車両の距離を確保するための手段を検討するとともに、機器やセンサ  

ーの位置の見直しを検討されたい。 

⑵ 川内港久見崎みらいゾーンにおける契約後の分譲地については、人と物が  

動くことで初めて活気が出てくると思われるため、速やかに操業に向けた建  

設に着工されるよう、事業者との連携に努められたい。  

⑶ 本市は合併以来、観光行政に力を入れてきているが、本市特有の観光地の 

創出や観光ＰＲ等に必要な予算を精査し、市政２０周年を節目とした、今後 

の観光の在り方について、改めて検討されたい。 

⑷ 現在、市営住宅には網戸がなく、設置する場合は個人負担となっているが、  

必要なときに換気ができないことから、市営住宅への網戸の設置について検  

討されたい。 
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付 託 事 件 等 審 査 結 果 報 告 

 

令和 ５ 年１２月２２日 

薩摩川内市議会産業建設委員会■ 

委員長  宮 里 兼 実■■■ 

１ 委員会の開催日  

  １２月１４日 

２ 付託事件及び審査結果  

⑴ 議案第１３７号 令和５年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会

付託分 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

⑵ 議案第１５０号 令和５年度薩摩川内市一般会計補正予算のうち本委員会

付託分 

   本案は、原案のとおり可決すべきものと決定した。  

 


